
熊谷市監査委員公告第２号 

 

 令和２年度産業振興部定期監査の結果に基づき、市長から措置を講じた旨の

通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により別添のとおり

公表する。 

 

 

  令和３年６月１６日 

 

熊谷市監査委員 三 澤 欣 一 

 

                熊谷市監査委員 鈴 木 理 裕 

  



令和２年度産業振興部定期監査指摘事項等措置報告書 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

１ 収入事務 

 ⑴ 国、県の補助金申請にあたり、規

則に定められた課外合議がなされ

ていないものがあった。熊谷市予

算規則第 22条及び熊谷市会計事務

規則第 24条に基づき適正な事務処

理を行うべきである。 

【商工業振興課、東部地域開発推進室、 

農業振興課、農地整備課】 

 

 ⑵ 現金出納簿が未整備または必要

な項目が記入されていない事例が

あった。熊谷市会計事務規則第 90

条及び第 106 条に基づき適正な事

務処理を行うべきである。 

【商工業振興課、農業振興課、農地整備 

課】 

 

 ⑶ 収納金の払込みが遅れているも

のがあった。熊谷市会計事務規則

第 26条第１項に基づき期限内に指

定金融機関等に払い込むべきであ

る。 

【商工業振興課、農業振興課】 

 

 ⑷ 農業集落排水施設使用料の分任

出納員による領収に当たっては、

熊谷市会計事務規則様式第 10 号

(2)(第 25 条関係)の領収書を交付

すべきである。また、滞納者に対す

る督促状には「督促」の文字を明記

するなど熊谷市会計事務規則第 23

 

⑴ 熊谷市予算規則及び熊谷市会計事

務規則を順守し、適正な事務処理を

行うよう徹底した。 

【商工業振興課、東部地域開発推進室、

農業振興課、農地整備課】 

 

 

 

 

⑵ 現金出納簿の整備及び記入につい

て、熊谷市会計事務規則に基づき適

正な事務処理に努めることとした。 

【商工業振興課、農業振興課、農地整備

課】 

 

 

 

⑶ 熊谷市会計事務規則に基づき期限

内に振り込むよう改めた。 

【商工業振興課、農業振興課】 

 

 

 

 

⑷ 定期監査後、熊谷市会計事務規則

に基づき現金領収書を交付するよう

改めた。また督促状も「督促」の文字

を明記するよう改めた。 

【農地整備課】 

 

 



条に基づき適正な事務処理を行う

べきである。 

【農地整備課】 

 

 ⑸ 農業集落排水施設内での行政財

産使用料について、前納されてい

ないものがあった。熊谷市行政財

産の使用料に関する条例第４条に

基づき適正な事務処理を行うべき

である。 

【農地整備課】 

 

２ 支出事務 

 ⑴ 旅費や委託料等の支払い根拠と

なる会議等の通知や業務完了通知

等に文書収受のないものがあっ

た。熊谷市文書管理規程第８条等

に基づき適正な事務処理を行うべ

きである。 

【商工業振興課、農業振興課、農地整備 

課】 

 

 ⑵ 物品購入の際、徴取した見積書 

に日付の記入のないものがあった。 

書類を確認し適正な事務処理を行 

うべきである。 

【農業振興課】 

 

３ 契約事務 

 ⑴ 予定価格 50万円を超える業務委 

託が随意契約されていた。地方自治 

法第 234条、地方自治法施行令第 

167条、167条の２及び熊谷市契約 

規則第 36条に基づき適正な事務処 

理を行うべきである。 

【農業振興課】 

 

 

 

 

⑸ 熊谷市行政財産の使用料に関する

条例に基づき、前納で処理するよう

改めた。 

【農地整備課】 

 

 

 

 

 

⑴ 熊谷市文書管理規程に基づく文書

収受の事務処理を行うよう周知徹底

を図った。 

【商工業振興課、農業振興課、農地整備

課】 

 

 

 

 

⑵ 業者から見積りを徴取した際に、

その場で確認を行い、記入漏れの場

合には、記入させるよう改めた。 

【農業振興課】 

 

 

 

⑴ 今後、予定価格が 50万円を超える

場合、入札を行う。また、地方自治法、

同施行令、熊谷市契約規則の各規定

に基づき適正な事務処理を行う。 

【農業振興課】 

 

 



 

４ 補助金 

 ⑴ 補助金交付要綱が未整備のもの

があった。補助金等の交付に当た

っては、公益上の必要性や透明性

を確保するため、補助要件、対象経

費、補助金額等の根拠を示す補助

金交付要綱等を整備するべきであ

る。   

【商工業振興課】 

 

５ 負担金 

 指摘事項なし 

 

６ 財産管理 

 ⑴ 備品登録漏れがあった。熊谷市

物品管理規則第 17条第１項及び第

19 条に基づき適正な事務処理を行

うべきである。 

【商工業振興課】 

 

 ⑵ すでに廃棄された備品が台帳に

掲載されていた。熊谷市物品管理

規則第 17 条第１項及び第 26 条に

基づき適正な事務処理を行うべき

である。 

【商工業振興課、農業振興課】 

 

７ その他 

 ⑴ 市長公印が押印された原本が保

管されていた。公印の意義を理解

し、適正な事務処理を行うべきで

ある。 

【商工業振興課】 

 

 ⑵ 起案文書や復命文書の押印漏

 

 

⑴ 補助金交付要綱を整備し、補助金

交付の透明性や客観性を確保するこ

ととした。 

【商工業振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 熊谷市物品管理規則に基づく適正

な事務処理を行うよう徹底する。 

【商工業振興課】 

 

 

 

⑵ 熊谷市物品管理規則に基づく適正

な事務処理を行うよう徹底する。 

【商工業振興課、農業振興課】 

 

 

 

 

 

⑴ 公印を押印する書類の取扱いにつ

いて、公印の意義を理解し、適正な事

務処理に努めることとした。 

【商工業振興課】 

 

 

⑵ 起案文書及び復命文書の取扱いに



れ、鉛筆書き、修正液による修正が

ある、決裁や文書公開の欄が未記

入または不備といった事例が見ら

れた。起案者、復命者は「文書事務

の手引き」に基づき適正な事務処

理を行うべきである。また、熊谷市

文書管理規程第６条第２項に基づ

き文書主任も適正な事務処理を行

うべきである。 

【商工業振興課、東部地域開発推進室、 

農業振興課、農地整備課】 

 

ついて、「文書事務の手引き」及び熊

谷市文書管理規程に基づき適正な事

務処理を行うよう周知徹底を図っ

た。 

【商工業振興課、東部地域開発推進室、

農業振興課、農地整備課】 

 


